
【伴走支援センター　費用補助事業　業務フロー】

【費用補助に際しての注意点】

　・原則として支援センターの利用開始前に当協会へ申請が必要となりますのでご注意ください。

　　なお、本事業施行時にすでに支援センターの利用を開始している先につきましては、条件②（支援回数）

　　及び③（費用支払回数）の回数について、令和5年4月1日に遡及して認めることとします。

　・事業者の支払いを確認してから費用補助となります。費用補助には１年近くかかることが想定されます

　　ので、資金計画には十分ご注意ください。

金融機関 事業者 支援センター 保証協会 No. 必要書類 様式

① 提案書兼見積書 支援センター

② 伴走支援費用補助 事前申請書 伴走補助様式１

③ 個人情報の提供に関する同意書 伴走補助様式２

※事前申請は省略することが可能です。

④ 顧問契約書 支援センター

⑤ 伴走支援費用補助 利用申請書 伴走補助様式４

⑥ 伴走支援費用補助 申請受理通知書 伴走補助様式６

⑦ 伴走支援費用補助 交付申請書 伴走補助様式７

※事前申請を省略した際は③を提出ください。

⑧ 顧問契約型伴走支援業務　業務日報 支援センター

⑨ 請求書 支援センター

⑩ 支払確認資料 事業者

⑪ 経営見える化シート 支援センター

※経営サポート会議は伴走支援の一環として開催します。

「経営サポート会議開催申込書」が必要となります。

⑫ 伴走支援費用補助 決定通知書 伴走補助様式９
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